
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  松下幸之助 PHP 研究所 \870+税 

（「あいさつをかわす」より）「ゆうべは寒かったですね」という、おたがいにいたわりあう気持ちから出

たこのあいさつで、… おたがいの用件にはいる。だれが考え出したのでもない。私たちの遠い祖先か

ら伝わってきたこのあいさつというものは、いわばおたがいの毎日の暮らしの潤滑油とでもいった尊い

働きを果たしているのである。 
 

経営の神様といわれた松下幸之助さん。「経営とは人と人との関係である。会社は人を育てるために

ある」そう教えてくれているのではないでしょうか。会社を経営する者、管理職として上に立つ者の心

得、人間関係をよくするヒントが本書から学べます。 

  
管理職の心得 推薦書紹介

職場の労務管理の基本 
これだけは押さえておきたい！ 

人事労務の最新情報   
 

～弊社ブログに、下記情報のリンクを貼っています～ 

http://shinsou-assist.blog.jp/ 
 

■ 平成 27 年労働者派遣法の改正について/厚労省 
http://krs.bz/roumu/c?c=11489&m=74959&v=bc3b1de3  

 

■ 本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載

は必要ありません/国税庁 
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen.pdf 

■ 個人番号カードの交付申請を予定されている方へ/国税庁 
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_270928_bangoucard.htm 

 

■ ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対

策等/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/ 

 

■ 11 月は「過労死等防止啓発月間」/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654.html 

 

■ 働く母親のストレス、トップは「職場内でのいじめ・いやがらせ」/リク

ルートワークス 
http://www.works-i.com/pdf/151009_stress.pdf 

 

■ 労働契約法に基づく「無期転換ルール」への対応について～「無期

転換制度の導入事例」を公表/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000099928.html 

 

■ 36 協定締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf 

 

■ 1-9 月の老人福祉・介護事業の倒産､57 件/東商リサーチ 
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20151008_05.html 

■ 2015 年度の介護報酬改定、95％の施設で影響有/福祉医療機構 
http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/press/prh27009.pdf 

■ 『介護人材確保を考える』/JILPT 
http://www.jil.go.jp/institute/siryo/2015/161.html 

■ 2014 年「介護サービス施設・事業所調査」/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service14/index.html 

 

■ 「平成 27 年版厚生労働白書」を公表します今年の第１部のテーマ

は「人口減少社会を考える」 /厚労省 
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=215409 

 

■ 非正規雇用労働者のキャリアアップに向けた好事例紹介/厚労省 
http://www.tayou-jinkatsu.jp/ 

 

■ 年休取得率が２年ぶりに低下、人手不足が影響か～平成 27 年就

労条件総合調査の概況/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/15/index.html 

 

■ 一億総活躍社会の実現に向けて /厚労省 
http://wwwhaisin.mhlw.go.jp/mhlw/C/?c=215257 

 

■ 希望者全員が 65 歳以上まで働ける企業割合 72.5%、70 歳以上で

も働ける企業が 3 万社/厚労省 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101253.html 
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企業の発展を願い 従業員の成長を願う その一歩一歩を応援します 

人事マネジメントのワンポイントアドバイス 

◆ 知恵を「借りたら、返す」 ◆ 
 

 

◆ 知恵を「借りたら、返す」～その１  
「知恵を借りる」 借りたら返さないといけません。何を返

すか、まずはお礼「良い知恵を、ありがとう」と伝えましょう。

このとき「ありがとう」がきちんと伝わっていなければ返した

ことにはなりません。「上司は私のことを褒めてくれない」と

いう意見をよく聞きます。上司は伝えているつもりでも、部下

には伝わっていません。きちんと向き合って、恥ずかしがらず

に言いましょう。「ありがとう！」 
 

◆ 知恵を「借りたら、返す」～その２  
もう一つ返すものがあります。出してくれた知恵を使えるよ

うな機会を作って返すことです。自分の出した知恵が経営者や

上司に認められたら、部下は使いたくなるものです。知恵に関

連する業務改善をさせたり、新しい仕事や今よりレベルの高い

仕事を任せたりするとよいでしょう。もちろん、任せっぱなし

ではなく、サポートやフォローも必要ですが、きっと持ってい

る力を存分に発揮してもらえます。借りっぱなしではなく、「借

りたら返す」この関係を大切にしましょう。 

● 管理職として知っておきたいメンタルヘルス～その３８ ● 
 

リワーク施設の活用 
● リワーク施設とは  

メンタルヘルス不調で休業している者の職場復帰を支援する

リワーク施設というものがあります。自治体が運営していたり、

精神科のクリニックに併設されていたりします。専門家による

リワーク、職場復帰支援の場ですから、支援を受ける者として

も冷静に自らの状態を確認でき、また復帰ステップを確実に踏

むことができるでしょう。 
 

● リワーク施設から職場復帰へ  
リワーク施設の多くは、週に何回か通い、軽作業を行ったり

心理的なサポートを受けたりして、生活リズムを整えていきま

す。リワーク施設の修了までには、一般的に 2～4か月程度かか

るといわれていますので、活用を考えている場合は、主治医へ

早めに相談をしておくことをお勧めします。リワーク施設の修

了した時点で、出社可能な状態まで回復していると考えられま

すが、会社としてもどのような訓練作業をしているのか、通っ

ている頻度はどの程度かなどを把握し、実際、職場へ戻ってき

た際、スムーズに復帰できるよう連携をとっておくことが望ま

しいでしょう。 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 助成金加算もあり！「若者雇用促進法」に基づく認定制度がスタート  
 
 

◆ 新制度の概要  
新しい認定制度は、通常国会で成立した「青少年の雇用の促進等に関する法律」に基づき、若者の雇

用・育成に積極的で雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定するものです。 
求職者等に対し、「安心して働くことができる企業である」と厚生労働省がお墨付きを与えるもので、

認定企業は助成金の加算措置を受けることもできます。 
 

◆ 加算される助成金  
キャリアアップ助成金では、35 歳未満の有期契約労働者等を正規雇用等へ転換する場合、1 人あた

り 10 万円加算され、最大 60 万円が支給されます。キャリア形成促進助成金では、「若年人財育成コー

ス」を活用した場合、経費助成率が 2 分の 1 から 3 分の 2 へ引き上げられます。 
トライアル雇用奨励金では、35 歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、月額最大 4

万円のところ、5 万円が支給されます（最長 3 カ月間）。 
 

◆ 認定要件・申請手続  
同常時雇用する労働者が 300 人以下の事業主が、認定基準をすべて満たす場合、都道府県労働局へ

申請することにより、認定通知書が交付されます。 具体的な認定基準の内容は次の通りです。   
（１）若者対象の正社員募集等をしている。 
（２）若者の採用や人材育成に積極的に取り組んでいる。 
（３）離職率や月平均所定外労働時間等が一定以下、かつ有給休暇取得率、育児休業等取得率が一

定以上である。 
（４）所定の雇用情報（採用者数・離職者数、人材育成制度の内容、所定外労働時間数等）を公表し

ている。 
（５）過去 3 年間に新卒者の採用内定取消しを行っていない、などです。 

 

◆ その他の認定を受けるメリット  
厚生労働省が 11 月頃に公開を予定しているポータルサイトに企業情報が掲載されるほか、都道府県

労働局･ハローワークが開催する認定企業限定の就職面接会等への参加により､自社をアピールするこ

とができます。また､同時期に公表予定の認定マークを自社の商品･広告等に使用することができます。 
 

 

 調査結果にみる 60 代従業員の雇用状況と就業意欲   
 
 

◆ 60 代になっても働いている人が増加  
高齢者の活用ということについて、改めて注目されるようになっています。 
60 代を対象にした仕事や生活の実態、意識などに関する調査（独立行政法人労働政策研究・研修

機構、平成 26 年実施）の結果によると、次のようなことが明らかになりました。 
 

◆ 就業状況  
60 代の就業状況は、前回（平成 21 年）の調査と比較すると、次のようになっています。 

・65～69 歳の層で定年後継続雇用の割合が上昇（17.2%→24.0%） 
・定年直後に無業であった割合が低下（60～64 歳層：18.2%→13.0% / 65～69 歳層：28.4% 
→18.4%） 
・定年経験者が 60 歳台後半で引退している割合が低下（28.3%→24.5%） 
・定年を経験していない人においても 65～69 歳の層で 55 歳時と同じ会社で勤務している割合 

が上昇（6.1%→10.8%） 
 

◆ 高い就業意欲  
60 代の仕事についていない方のうち 26.0％が就業を希望しているようです。 

60 代前半層の不就業者（男性）では、42.9％が就業を希望しており、就業を希望し 
ている 60 代の高年齢者が多数存在していることが明らかになっています。 

 

◆ 定年後雇用継続における仕事と賃金  
定年到達後の仕事内容の変化については、「変わっていない」49.0%（継続雇用者 50.7%）とする

回答が最も多い一方、定年後の賃金額については、「減少した」41.9%（継続雇用者 80.3%）が最も

多く、その減少幅は「41～50%」19.1％（継続雇用者 24.2%）が最も多くなっています。 
賃金が下がったことについては、是認派（しかたがない・やむを得ない）と否認派（おかしい・

下がりすぎだ）の割合はほぼ同じとなっています。 
 


